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税務情報 

国税庁 － 改正消費税経理通達の発遣及び消費税経理通達関係
Q&Aの改訂 

消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、適格
請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行ったときは、原則としてその課
税仕入れについては仮払消費税等の額はなく、仮に仮払消費税の額として経理
をした金額があっても、その経理をした金額を対価の額に算入して法人税の課
税所得金額の計算を行うこととされています。 

この点について、12月 14日に公表され、12月 22日に閣議決定された「令和 6

年度税制改正の大綱」（PDF 603KB）P.76～77には、簡易課税制度又は適格請求
書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（以下、「2

割特例」）を適用する事業者が、2023年 10月 1日以後に国内において行う課税
仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する
金額につき、継続適用を条件として、その課税仕入れに係る支払対価の額に 110

分の 10（軽減税率が適用されるものである場合には 108分の 8）を乗じた金額
とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法に
ついて所要の見直しが行われる旨が明記されました。 

これは、簡易課税制度や 2 割特例を適用する事業者については適格請求書の保
存が仕入税額控除の要件とされていないことを踏まえ、インボイス制度の円滑
な実施の観点から、小規模事業者の事務負担を軽減するために行われる見直し
です。 

この大綱の記述を受け、国税庁は 12月 27日、以下の改正消費税経理通達を発
遣しました。 

 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について
（法令解釈通達）

本通達に「1の 2」及び「経過的取扱い（2）」が新設され、法人が、簡易課税制
度又は 2 割特例が適用される課税期間を含む事業年度において税抜経理方式を
適用している場合で、課税仕入れに係る支払対価の額に 110分の 10（軽減税率
が適用されるものである場合には、108分の 8）を乗じて算出した金額をその課
税仕入れに係る取引の対価の額と区分して経理をしているときは、継続適用を
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条件として、その金額を仮払消費税等の額とすることができる旨が明らかにさ
れました。 

同じく新設された「経過的取扱い（1）」によれば、この改正後の取扱いは、2023

年 10 月 1 日以後に国内において法人が行う課税仕入れに係る消費税について
遡及適用することとされています。 

また、国税庁は同日、改正消費税経理通達の発遣に伴い、以下の消費税経理通
達関係 Q&Aの改訂版を公表しました。 

 消費税経理通達関係 Q&A（令和 3年 2月）（令和 5年 12月改訂）

この Q&A は、インボイス制度導入後の法人税の所得金額の計算における消費
税及び地方消費税の取扱いを、具体的な事例を用いて Q&A形式（全 11問）で
解説するものですが、上記の改正消費税経理通達の内容を反映する改訂が行わ
れています。 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/r0512.htm
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